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令和2年度の保険料率は
令和2年3月分（4月納付分）から
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健康保険料率給与・賞与の 給与・賞与の

給与・賞与の 給与・賞与の

◆ご不明な点がございましたら、協会けんぽまでお問い合わせください。

令和2年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分（4月納付分）からの適用と
なります。皆さまのご理解をお願い申し上げます。こちらのリーフレットを従業員の皆さまにご回覧いただく
など、周知にご協力をお願いいたします。

※40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の
介護保険料率が加わります。
※変更後の健康保険料率と介護保険料率は、3月分（4月納付分）から適用されます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

全国健康保険協会
協会けんぽ

介護保険料率

保険料率の上昇を抑えるため、協会けんぽは努力を続けます。

加入者の皆さまもご協力をお願いします。

協
会

加
入
者

令和2年3月分（4月納付分）からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

服用するお薬をジェネリック医薬品に変更した場合
の自己負担の軽減額をお知らせしています。

4人に1人の方がジェネリック医薬品に変更していた
だきました。
これによる医療費軽減額は、
累計で約1,639億円（推計）です。

ジェネリック医薬品の使用促進
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ご家族が扶養家族の要件を満たしているか定期的
に再確認しています。

平成30年度は17億円程度の
財政効果がありました。
令和2年度も扶養家族の再確認
業務にご協力ください。

扶養家族の再確認
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審査の厳格化等により、不正受給の防止を図ってい
ます。

退職された日の翌日から保険証は使えません。速や
かに回収して、管轄の年金事務所へご返却ください。
軽い症状で休日・夜間に救急外来を訪れる「コンビ
ニ受診」は避けて、救急電話相談の利用を考えま
しょう。また、日常的な肩こり・筋肉疲労の柔道整復

（接骨院）の施術、業務上の病気・ケガでは、健康保
険は使えません。詳しくは、協会けんぽのホーム
ページ等をご覧ください。

健康保険の正しい利用の促進

協
会

健診結果やレセプトデータ等の分析に基づき、地域
の医療提供体制への働きかけや健康課題の「見え
る化」など、医療費の適正化に向けて、効果的な意
見発信を行っています。

データ分析に基づく効果的な意見発信
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健診・保健指導・健康づくり

不適切な医療費の請求がなされていないか点検を
しています。
効果額約214億円（30年度実績）です。
また、 事務経費の削減にも取り組んでいます。

加入者の皆さまの健康を守るため、健診や保健指
導に取り組んでいます。

病気の早期発見・早期治療、適度な運動、バランス
のとれた食事により、健康を保持、増進しましょう。

レセプト点検・経費削減
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平成30年度から新たに「インセンティブ（報奨金）制
度」を導入しました。

特定健診・特定保健指導の実施率やジェネリック医
薬品の使用割合などに応じて、インセンティブ（報奨
金）が付与され、令和2年度保険料率に反映されて
います。

インセンティブ（報奨金）制度の導入
令和2年2月分（3月納付分）まで 令和2年3月分（4月納付分）から

令和2年2月分（3月納付分）まで 令和2年3月分（4月納付分）から

介護保険制度と介護保険料について

介護保険制度は、介護が必要な方を社会全体で支える仕組みであり、公費（税金）や高齢者の介護保険料のほか、
40歳から64歳までの健康保険の加入者（介護保険第2号被保険者）の介護保険料（労使折半）等により支えられてい
ます。

（単位：円）

標準報酬
報酬月額

全国健康保険協会管掌健康保険料 厚生年金保険料（厚生年金基金加入員を除く）
介護保険第 2号被保険者に

該当しない場合
介護保険第 2号被保険者に

該当する場合 一般、坑内員・船員

等級 月額 18.300%※

円以上 円未満 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額

※�厚生年金基金に加入している方の厚生年金保

険料率は、基金ごとに定められている免除保険

料率（2.4％～5.0％）を控除した率となります。

加入する基金ごとに異なりますので、免除保険料

率および厚生年金基金の掛金については、加入す

る厚生年金基金にお問い合わせください。

〇被保険者負担分（表の折半額の欄）に円未満の端数がある場合

　①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。

　②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。

　（注）①、②にかかわらず、事業主と被保険者間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。

〇納入告知書の保険料額

　納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額になります。ただし、合算した金額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。

〇賞与にかかる保険料額

　賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額（標準賞与額）に、保険料率を乗じた額となります。

　また、標準賞与額の上限は、健康保険は年間573万円（毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額。）となり、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金の場合は月間150万円となります。

〇子ども・子育て拠出金

　事業主の方は、児童手当の支給に要する費用等の一部として、子ども・子育て拠出金を負担いただくことになります。（被保険者の負担はありません。）�

　この子ども・子育て拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額に、拠出金率（0.34％）を乗じて得た額の総額となります。

1.73% 1.79%
◆�等級欄の（　）内の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級です。

� 4（1）等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「93,000円未満」と読み替えてください。

� 34（31）等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「605,000円以上」と読み替えてください。

◆�令和２年度における全国健康保険協会の任意継続被保険者について、標準報酬月額の上限は、300,000円です。
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TEL.03-6853-6111（代表）
受付時間／平日8：30～17：15
〒164-8540　中野区中野４−１０−２　中野セントラルパークサウス

東京支部

東京支部の加入者・事業主の皆さまへ

東京支部の健康保険料率は変更となります。
介護保険料率も変更となります。

健康保険料率（9.87%）のうち、6.44%分は加入者の皆さまの医療費等に充てられる基本
保険料率となり、3.43％分は後期高齢者医療制度への支援金等に充てられる特定保険料率
となります。

9.90% 9.87%

13
（東京都）

9.87% 11.66%

1 58,000 〜 63,000 5,724.6 2,862.3 6,762.8 3,381.4

16,104.00 8,052.00

2 68,000 63,000 〜 73,000 6,711.6 3,355.8 7,928.8 3,964.4
3 78,000 73,000 〜 83,000 7,698.6 3,849.3 9,094.8 4,547.4

4（1） 88,000 83,000 〜 93,000 8,685.6 4,342.8 10,260.8 5,130.4
5（2） 98,000 93,000 〜 101,000 9,672.6 4,836.3 11,426.8 5,713.4 17,934.00 8,967.00
6（3） 104,000 101,000 〜 107,000 10,264.8 5,132.4 12,126.4 6,063.2 19,032.00 9,516.00
7（4） 110,000 107,000 〜 114,000 10,857.0 5,428.5 12,826.0 6,413.0 20,130.00 10,065.00
8（5） 118,000 114,000 〜 122,000 11,646.6 5,823.3 13,758.8 6,879.4 21,594.00 10,797.00
9（6） 126,000 122,000 〜 130,000 12,436.2 6,218.1 14,691.6 7,345.8 23,058.00 11,529.00
10（7） 134,000 130,000 〜 138,000 13,225.8 6,612.9 15,624.4 7,812.2 24,522.00 12,261.00
11（8） 142,000 138,000 〜 146,000 14,015.4 7,007.7 16,557.2 8,278.6 25,986.00 12,993.00
12（9） 150,000 146,000 〜 155,000 14,805.0 7,402.5 17,490.0 8,745.0 27,450.00 13,725.00
13（10） 160,000 155,000 〜 165,000 15,792.0 7,896.0 18,656.0 9,328.0 29,280.00 14,640.00
14（11） 170,000 165,000 〜 175,000 16,779.0 8,389.5 19,822.0 9,911.0 31,110.00 15,555.00
15（12） 180,000 175,000 〜 185,000 17,766.0 8,883.0 20,988.0 10,494.0 32,940.00 16,470.00
16（13） 190,000 185,000 〜 195,000 18,753.0 9,376.5 22,154.0 11,077.0 34,770.00 17,385.00
17（14） 200,000 195,000 〜 210,000 19,740.0 9,870.0 23,320.0 11,660.0 36,600.00 18,300.00
18（15） 220,000 210,000 〜 230,000 21,714.0 10,857.0 25,652.0 12,826.0 40,260.00 20,130.00
19（16） 240,000 230,000 〜 250,000 23,688.0 11,844.0 27,984.0 13,992.0 43,920.00 21,960.00
20（17） 260,000 250,000 〜 270,000 25,662.0 12,831.0 30,316.0 15,158.0 47,580.00 23,790.00
21（18） 280,000 270,000 〜 290,000 27,636.0 13,818.0 32,648.0 16,324.0 51,240.00 25,620.00
22（19） 300,000 290,000 〜 310,000 29,610.0 14,805.0 34,980.0 17,490.0 54,900.00 27,450.00
23（20） 320,000 310,000 〜 330,000 31,584.0 15,792.0 37,312.0 18,656.0 58,560.00 29,280.00
24（21） 340,000 330,000 〜 350,000 33,558.0 16,779.0 39,644.0 19,822.0 62,220.00 31,110.00
25（22） 360,000 350,000 〜 370,000 35,532.0 17,766.0 41,976.0 20,988.0 65,880.00 32,940.00
26（23） 380,000 370,000 〜 395,000 37,506.0 18,753.0 44,308.0 22,154.0 69,540.00 34,770.00
27（24） 410,000 395,000 〜 425,000 40,467.0 20,233.5 47,806.0 23,903.0 75,030.00 37,515.00
28（25） 440,000 425,000 〜 455,000 43,428.0 21,714.0 51,304.0 25,652.0 80,520.00 40,260.00
29（26） 470,000 455,000 〜 485,000 46,389.0 23,194.5 54,802.0 27,401.0 86,010.00 43,005.00
30（27） 500,000 485,000 〜 515,000 49,350.0 24,675.0 58,300.0 29,150.0 91,500.00 45,750.00
31（28） 530,000 515,000 〜 545,000 52,311.0 26,155.5 61,798.0 30,899.0 96,990.00 48,495.00
32（29） 560,000 545,000 〜 575,000 55,272.0 27,636.0 65,296.0 32,648.0 102,480.00 51,240.00
33（30） 590,000 575,000 〜 605,000 58,233.0 29,116.5 68,794.0 34,397.0 107,970.00 53,985.00
34（31） 620,000 605,000 〜 635,000 61,194.0 30,597.0 72,292.0 36,146.0 113,460.00 56,730.00

35 650,000 635,000 〜 665,000 64,155.0 32,077.5 75,790.0 37,895.0
36 680,000 665,000 〜 695,000 67,116.0 33,558.0 79,288.0 39,644.0
37 710,000 695,000 〜 730,000 70,077.0 35,038.5 82,786.0 41,393.0
38 750,000 730,000 〜 770,000 74,025.0 37,012.5 87,450.0 43,725.0
39 790,000 770,000 〜 810,000 77,973.0 38,986.5 92,114.0 46,057.0
40 830,000 810,000 〜 855,000 81,921.0 40,960.5 96,778.0 48,389.0
41 880,000 855,000 〜 905,000 86,856.0 43,428.0 102,608.0 51,304.0
42 930,000 905,000 〜 955,000 91,791.0 45,895.5 108,438.0 54,219.0
43 980,000 955,000 〜 1,005,000 96,726.0 48,363.0 114,268.0 57,134.0
44 1,030,000 1,005,000 〜 1,055,000 101,661.0 50,830.5 120,098.0 60,049.0
45 1,090,000 1,055,000 〜 1,115,000 107,583.0 53,791.5 127,094.0 63,547.0
46 1,150,000 1,115,000 〜 1,175,000 113,505.0 56,752.5 134,090.0 67,045.0
47 1,210,000 1,175,000 〜 1,235,000 119,427.0 59,713.5 141,086.0 70,543.0
48 1,270,000 1,235,000 〜 1,295,000 125,349.0 62,674.5 148,082.0 74,041.0
49 1,330,000 1,295,000 〜 1,355,000 131,271.0 65,635.5 155,078.0 77,539.0
50 1,390,000 1,355,000 〜 137,193.0 68,596.5 162,074.0 81,037.0

◆ 介護保険第２号被保険者は、40歳から64歳までの方であり、健康保険料率（9.87%）に介護保険料率（1.79%）が加わります。

・厚生年金保険料率：平成29年9月分〜　適用
・子ども・子育て拠出金率：平成31年4月分〜　適用

・健康保険料率：令和2年3月分〜　適用
・介護保険料率：令和2年3月分〜　適用

けんぽ 2020_ 差し替え版 _ オモテ  



Q
A

Q
A

［ 保険料の負担 ］
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なぜ都道府県ごとに保険料率が違うのでしょうか？

都道府県ごとに、必要な医療費（支出）が異なるからです。

被保険者一人当たり

年間 38.7万円

インセンティブ制度により、令和2年度保険料率は最大0.036％引き下げ効果がありました。
保険料計算例：標準報酬月額30万円、保険料率10.0％の支部の場合（保険料額は労使折半前の金額）
＜財源分保険料率が0.004％で、報奨金による保険料率の減算がない場合＞
　30万円　×　 （10.00％ ＋ 0.004％） ＝ 30,012円 1か月　+12円 年間　+144円
 　　　（令和4年度　財源保険料率0.01％の場合 1か月　+30円 年間　+360円）

＜財源分保険料率が0.004％で、報奨金による保険料率の減算が0.036％であった場合＞
　30万円　× ｛ （10.00％ ＋ 0.004％） － 0.036％ ｝＝ 29,904円 1か月　▲  96円 年間　▲1,152円

（令和4年度　財源保険料率0.01％、報奨金による減算0.09％の場合 1か月　▲240円 年間　▲2,880円）
※機械的計算のため、実際の計算と端数処理が異なります。

年間 約40.2万円

医療費等： 25.4万円
高齢者医療への
拠出金： 14.8万円

約 5,580円

［ 医療費等の支出 ］

［ 内訳 ］

［ 制度の概要 ］

■協会けんぽの収支内訳 ［平成30年度決算（医療分）］

加入者の皆さまが
病院等を受診した時の

医療費

約 570円

加入者の皆さまが病気で
職場を休んだ際の手当金や

出産した時の給付金

約 120円

加入者の皆さまの
健診費

保健指導費

約 140円

協会けんぽの
事務経費等

約 3,590円

高齢者の方々が
病院等を受診した時の

医療費（拠出金）

　都道府県ごとの保険料率は、地域の加入者の皆さまの医療費に基づいて算出されています。このため、疾病の
予防などの取組により都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がることになります。

※なお、都道府県ごとの医療費に差がない場合であっても、平成30年度のインセンティブ制度の取組結果を反映
すること等により、保険料率が異なる場合があります。

① 制度の財源として、新たに全支部の保険料率の中に、0.01％（※1）を盛り込んで計算します。 
② 各支部の評価指標（特定健診実施率など）の実績に応じて得点をつけます。その得点をランキングづ

けし、47支部中上位23支部に該当した支部に①を財源とした報奨金を充てることによって保険料率を
引き下げます。詳しくは、協会けんぽホームページまたは協会けんぽ支部にお問い合わせください。

　（※1）この0.01％については３年間で段階的に導入され、令和2年度保険料率に盛り込む率は0.004％、令和3年度保険料率に盛り込む
率は0.007％、令和4年度保険料率に盛り込む率は0.01％となります。

　インセンティブ制度とは、協会けんぽの加入者及び事業主の皆さまの取組に応じてインセンティ
ブ（報奨金）を付与し、ご負担いただいている都道府県支部ごとの保険料率に反映させる制度です。
　当該年度の取組は翌々年度の保険料率に反映させる仕組みとなっており、平成30年度の取
組結果が令和2年度の保険料率に反映されています。

　現在の保険料率10.0％を維持した場合、当面の間、準備金残高を維持することができますが、仮に
9.8％に引き下げた場合、令和4年度以降に準備金残高が減少し始め、令和11年度には、準備金残高が
法定準備金を下回る見通しとなっています。　
※法定準備金：給付費等の１か月分

保険料は何に使われているのですか?

加入者の皆さまの医療費等が約6割、高齢者の医療費を
支えるための拠出金等が約4割です。

今後、保険料率はどうなるのですか？
インセンティブ制度とは何ですか？

　加入者及び事業主の皆さまに取組んでいただきたいことは以下の５つであり、この取組が
医療費の適正化につながります。協会けんぽも全力でサポートさせていただきますので一緒に
取組んでいきましょう。

インセンティブ制度の導入によって
具体的に何を取組めばいいのでしょうか？

協会けんぽの保険財政については、医療費の伸びが賃金の
伸びを上回る状況が続いているため、今後の保険料率の見
通しは楽観できません。

■協会けんぽの保険財政の傾向

■今後の保険料率に係るシミュレーション（令和3年度以降の賃金上昇率0.6％の場合）

インセンティブ制度

※その他国庫補助金（税金）による収入約5.1万円
（注）数値は平成20年度を1とした場合の指数で表示したもの。

※令和元年9月10日　第99回全国健康保険協会 運営委員会資料2より一部改変

※ 制度導入前との差

※ 制度導入前との差

皆さまの保険料1万円当たりの使い道

支出
（97,513億円）

医療給付費
55.8%

高齢者医療への
拠出金等
35.9%

保険料収入
88.4%

国庫補助金等
11.4%

その他
（雑収入等）

0.2%

その他の支出
0.8%

収入
（103,461億円）

事務経費
0.6%

健診・
保健指導費
1.2%

傷病手当金や
出産手当金など
の現金給付
5.7%

■協会けんぽの生活習慣病予防健診（被保険者の方）、特定健診（被扶養者の方）
を受診してください。
■労働安全衛生法に基づく定期健診を実施されている事業所様は、協会けんぽ
加入者の方（40歳以上）の健診結果を協会けんぽにご提供ください。

■健診結果で生活改善が必要と判定された方（※3）は、協会けんぽの特定保健指
導をご利用ください。

■特定保健指導の対象とならないよう、日常から健康的な生活習慣に取組んでください。
■特定保健指導を受けた方は、プログラムに最後まで取組むとともに、必要に応
じて医療機関を受診してください。

■生活習慣病予防健診の結果、血圧又は血糖値の項目で「要治療者（再検査含
む）」の判定を受けた方は、協会けんぽから受診勧奨のご案内を送付しますの
で、必ず医療機関へ受診してください。

■医療機関や薬局でお薬を受け取る際は積極的に後発医薬品（ジェネリック医薬
品）（※5）をご選択ください。

評 価 指 標

① 特定健診等の実施率

② 特定保健指導（※2）の実施率

③ 特定保健指導対象者の
　 減少率

④ 医療機関への受診勧奨を受けた
　 要治療者の医療機関受診率（※4）

⑤ 後発医薬品の使用割合

加入者及び事業主の皆さまに取組んでいただきたいこと

（※3）腹囲：男性85cm以上、女性90cm以上、 収縮期血圧：130mmHg以上、
 空腹時血糖値：100mg/dl以上など。 詳細はホームページをご覧ください。

（※5）後発医薬品（ジェネリック医薬品）とは、新薬（先発医薬品）と同等の
 有効成分・効能があると厚生労働省から認められている安価なお薬です。

（※2）健診結果で生活改善が必要とされた方へ協会けんぽ
 の保健師・管理栄養士等が行う健康サポートです。

（※4）協会けんぽからの受診勧奨を受けてから３か月以内の
 医療機関受診率

協会けんぽ
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